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資料－２

河川整備に関する意見聴取について
＜意見聴取の対象者＞

1)河川に関し学識経験を有する者
2)関係住民
3)鳥取県知事及び関係市町村長

・それぞれの対象者から個々に実施
＜留意点＞

★透明性、公平性については十分確保

＜意見聴取の方針＞

意見聴取の方針
1)河川に関し学識経験を有する者からの意見聴取 （河川法１６条の２第３項）

■学識経験者から構成される｢日野川河川整備懇談会｣を設置し、意見聴取
・第１回は平成２４年１２月１１日（米子コンベンションセンター）

■会議は公開とし、会議資料、議事録は後日、日野川河川事務所ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載
■懇談会会場は公共会議場等を活用

2)関係住民からの意見聴取 （河川法１６条の２第４項）

■「日野川水系河川整備計画説明会」の開催、アンケートの実施等により広く積極的に意見を聴取
■アンケートは、事務所ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞや新聞折込広告、公的機関等での配布により実施
■「日野川水系河川整備計画説明会｣は、直轄管理区間の想定はん濫区域内の市町村にて開催
・平成２５年１月２７日（日）～平成２５年２月４日（月）：鳥取県西部総合事務所他３箇所にて６日間開催

■その他、意見についてはﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、郵送、FAXにより随時受付

3)関係県知事及び関係市町村長からの意見聴取 （河川法１６条の２第５項）

■河川整備計画案に対する意見聴取など適宜実施
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日野川水系河川整備計画説明会
(１)説明内容と方法
・内容：日野川の概要、河川整備スケジュール、アンケート配布
・方法：説明会は公開とし、参加者に質問やご意見をいただく
(２)場所と時間
・平成２５年１月２７日（日）～２月４日（月）
・米子市内１箇所（３回）、日吉津村、南部町、伯耆町は各１箇
所 合計４箇所（６回）

・開催は日曜の午後及び平日の夜に設定
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アンケート
＜1.新聞折込による配布概要＞
(1)配布エリア
・直轄管理区間の想定はん濫区域に居住する米子市・日吉津村の住民に配布
(2)配布方法と部数
・流域主要紙にて配布：約6万部（読売新聞、朝日新聞、毎日新聞、日本海新
聞、山陰中央新報）

(3)配布日程と実施期間
・配布日程：平成25年1月25日(金)
・実施期間：平成25年1月25日～平成25年2月25日（他の方法も同じ）

＜2.町を通じた配布概要＞
(1)配布エリア
・伯耆町、南部町、日野町、日南町、江府町の流域内に居住の住民に配布
(2)配布方法と部数
・各町を通じて地域の自治会長等から各戸に配布：約１万部
(3)配布日程
・配布日程：平成25年1月下旬から

＜3.小中学校を通じた配布概要＞
(1)配布エリア
・直轄管理区間の想定はん濫区域を含む米子市、日吉津村、伯耆町、南部町
(2)配布方法と部数
・小中学校の児童生徒を通じて保護者に配布：約８千部
(3)配布日程
・配布日程：平成25年1月下旬から

＜5.事務所ホームページに掲載概要＞
(1)掲載概要
・日野川河川事務所のホームページに河川整備計画に関するページを作
成し、整備計画に関する会議資料等と合わせて掲載

(2)実施期間
・実施期間：平成25年1月25日～平成25年2月25日

＜4.公共機関に常設概要＞
(1)配布エリア
・日野川河川事務所、鳥取県西部総合事務所、直轄管理区間の想定はん濫区
域内市町村役場に常設する他、住民説明会会場でも配布

(2)配布方法と部数
・各施設の入口等：約２千部
(3)配布日程間
・配布日程：平成25年1月下旬から

＜6.アンケート回答方法＞
(1)アンケート用紙から
・各所より入手したアンケート用紙に回答を記入し、ハガキ部分を切り
取って投函

(2)事務所ホームページから
・ホームページから回答用紙をダウンロードして印刷し、FAXにて送信

アンケート配布エリア


